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１ はじめに 

 

 公共工事においては、優良な社会資本整備のため、品質確保が求められてお

り、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」及び「公共工事の品質確保の促

進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について」が示されて

います。これらを踏まえ、下妻市では、優良な社会資本の整備、ダンピング防

止、不良・不適格業者の排除、談合防止、建設業者の育成などを目的として、

価格と品質の両方を総合的に評価する総合評価落札方式を試験的に導入するこ

とにしました。 

 本ガイドラインは、総合評価落札方式を適用する意義等を示すとともに、総

合評価落札方式の試行を効率的かつ円滑に実施するため、総合評価落札方式の

試行に関する基本的事項を示すものです。 
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２ 総合評価落札方式について 

 

（１）総合評価方式の概要 

 公共工事の入札に関しては、近年の厳しい財政状況を背景に公共工事が減少

する中で、特に国においては価格競争が激化し、著しい低価格の入札やくじ引

きによる落札決定が急増しています。これにより、適切な技術的能力を持たな

い業者による不良工事の発生、工事の安全性の低下、下請負業者や労働者のし

わ寄せ等公共工事の品質低下を招くことが懸念されています。 

 こうした背景のもと、平成１７年４月に「公共工事の品質確保の促進に関す

る法律」が施行され、また、平成１７年８月に「公共工事の品質確保の促進に

関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について」が閣議決定され

ました。これらの中で、公共工事の品質確保には、価格及び品質が総合的に優

れた内容の契約がなされることが重要とされており、価格と品質の両方を総合

的に評価する落札方式として総合評価落札方式が示されております。 

 総合評価落札方式は、価格だけで評価していた従来の落札方式とは異なり、

品質を高めるための新しい技術やノウハウなど、価格に加えて価格以外の要素

を含めて総合的に評価する新しい落札方式です。入札価格が予定価格の制限の

範囲内にあるもののうち、価格と品質を数値化した「評価値」が最も高い者を

落札者とすることにより、予定価格の範囲内で最も品質の良い施工業者を選定

します。総合評価落札方式では、新しい施工方法や施工上の工夫などの技術提

案や同種工事の施工実績、工事成績等が評価の対象（評価項目）となります。 

 この総合評価落札方式を適用していくことにより、価格と品質が総合的に優

れた者が選定され、優良な社会資本整備を行うことができ、また建設業者の技

術力向上に対する意欲を高め、技術力と経営に優れた健全な建設業者の育成に

貢献するものと考えられます。 
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（２）総合評価落札方式のタイプ 

 総合評価落札方式には、工事の特性（規模、技術的な工夫の余地など）に応

じ、次のタイプがあります。 

 

① 標 準 型 

  技術的な工夫の余地が大きく、施工上の工夫等一般的な技術提案を求める

ことが適当な工事に適用される方式。 

 

② 簡 易 型 

  技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事で、簡易な施工計画、同種工事

の施工実績や工事成績などの評価項目と入札価格を総合的に評価する方式。 

 

③ 特別簡易型 

  技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事で、同種工事の施工実

績や工事成績などの評価項目と入札価格を総合的に評価する方式。 
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３ 下妻市における総合評価落札方式の試行 

 

（１）総合評価落札方式のタイプ等 

  総合評価落札方式は、個々の工事の特性に応じ、総合評価落札方式のタイ

プ、評価項目、評価基準などを設定し、評価方法を決定します。 

  本市での試行における総合評価落札方式のタイプは、特別簡易型とし、条

件付一般競争入札及び指名競争入札の中で試行します。 

  また、原則として、現行の入札・契約制度を準用し、入札に関する詳細に

ついては入札公告等で定めます。 

  なお、今後、本ガイドラインに基づき試行される総合評価落札方式を検証

し、実施方法等について検討を行っていきます。 

 

（２）評価項目、評価基準等の設定 

  原則として、個々の工事の特性や総合評価落札方式のタイプに応じ、評価

項目、評価基準などを設定します。 

  特別簡易型では個々の工事の特性に応じ、次頁の①～④から評価項目やそ

の内容を設定し、それぞれの評価項目を評価基準により評価し配点します。

なお、各評価項目の配点の合計は最高１０点とします。 

  評価のために、入札参加資格確認申請者（入札に参加しようとする者）は、

同種工事の施工実績や工事成績などの評価項目に関する技術資料の提出が必

要となります。 
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①企業の施工能力 

【同種工事の施工実績】 

 ・過去５年間の下妻市発注工事の同種工事の施工実績を評価します。 

 ・配点は「２～０点」とします。 

 ・施工実績は、有効期間や施工件数などの条件を別に定めます。 

 ・同種工事の施工実績とは、元請として、同程度（設計金額の７割）以上の

同種の工事実績（公告日から有効期間内）をいいます。 

【工事成績】 

 ・過去３年間における下妻市発注工事の工事成績評価点の平均点を評価しま

す。（小数点第１位四捨五入） 

 ・配点は「１～０点」とします。 

 ・工事成績評価点は、有効期間などの条件を別に定めます。 

 ・工事成績評価点とは、下妻市建設工事評定要領（平成９年６月２５日告示

第 41 号）に規定する工事（但し共同企業体による工事を除く）について、第

５条の規定により評定された点数をいいます。 

【優良工事等】 

 ・過去５年間の国及び茨城県発注工事における優良表彰の有無を評価します。 

 ・配点は「１～０」とします。 

 

② 配置予定技術者の能力 

【同種工事の施工経験】 

 ・過去５年間の下妻市発注工事の同種工事に配置予定技術者が従事した経験

を評価します。なお、施工経験は主任技術者、監理技術者として従事した経

験とします。 

 ・配点は「２～０点」とします。 

 ・施工経験は、有効期間や施工件数などの条件を別に定めます。 

 ・同種工事の施工経験とは、元請として、同程度（設計金額の７割程度）以

上の同種の工事に従事した経験（公告日から有効期間以内）をいいます。 
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【保有資格】 

 ・入札公告日時点における配置予定技術者の保有資格について評価します。 

 ・配点は「１～０点」とします。 

【優秀技術者表彰等】 

 ・過去５年間の配置予定技術者の国・茨城県発注工事における優秀技術者等

の有無を評価します。 

 ・配点は「0.5～０」とします。 

 

③地域貢献 

【災害時協力協定等の締結状況】 

 ・下妻市と災害に対する復旧等の協定の締結状況の有無について評価します。

（団体の場合、その会員も評価します。） 

 ・配点は「１～０点」とします。 

【地域住民の雇用】 

 ・入札公告日現在における、下妻市民従業員の雇用人数について評価します。 

 ・配点は「１～０点」とします。 

 

④その他 

【建設業労働災害防止協会への加入】 

 ・入札公告日時点における建設業労働災害防止協会への加入の有無について

評価します。 

 ・配点は「0.5～０点」とします。 
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○評価項目及び評価基準 
評価分類 評価項目 評価内容 評価基準 配点

４件以上 ２ 

３件 1.5 

２件 １ 

１件 0.5 

同種工事の 

施工実績 

過去５年間における下妻市発注

の施工実績 

無 ０ 

75 点以上 1 

70 点以上 75 点未満 0.5 

工事成績 過去３年間の工事成績評価点の

平均点 

70 点未満 ０ 

有 １ 

企業の施工 

能力 

優良工事等 国・県における過去５年以内の優

良表彰の有無 無 ０ 

４件以上 ２ 

３件以下 １ 

同種工事の施

工経験 

過去５年間における下妻市発注

の同種工事に配置予定技術者が

従事した施工経験の有無 無 ０ 

工事を施工しうる国家資格を有する者のうち、１級の国家

資格を有する者又は技術士の資格を有する者 
１ 

工事を施工しうる国家資格を有する者のうち、2 級の国家

資格を有する者 
0.5 

保有資格 

上記以外の資格 ０ 

有 0.5 

配置予定技術

者の能力 

優秀技術者表

彰等 

県・国における過去５年以内の優

秀技術者受賞の有無 無 ０ 

（協定・実績共に）有 １ 

（協定のみ）有 0.5 

災害時協力協

定等締結状況 

下妻市との災害時協力協定等の

締結の有無 

無 ０ 

10 人以上 １ 

５人以上 10 人未満 0.5 

地域貢献 

地域住民の雇

用状況 

入札公告（通知）日時点における

下妻市民従業員の雇用（正規・臨

時） 
５人未満 ０ 

有 0.5 その他 建災防への加

入状況 

建設業労働災害防止協会の加入

の有無 
無 ０ 

合  計 10 
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（３）落札候補者、落札者の決定方法 

  総合評価落札方式では、入札価格と価格以外のその他の要素である「評価

項目」を総合的に評価し、「評価値」が最も高い者を選定します。具体的には

以下のとおりとなります。 

 

 ① 入札参加資格確認申請者（入札に参加しようとする者）に、同種工事の

施工実績や工事成績などの「評価項目」に関する技術資料の提出を求め、

あらかじめ設定した「評価基準」に基づき配点し、その点数（加算点、最

高１０点）と基準点（１００点）の合計点（最高１１０点）で価格以外の

評価点（以下「技術評価点」という。）を算出します。 

   「技術評価点」を「入札価格」で除した数値を「評価値」とします。 
【評価値の算出方法】 

    評 価 値 ＝ 技術評価点÷入札価格×1,000,000 

    技術評価点 ＝ 基準点（100 点）＋評価取得点（最高 10 点） 

※１ 基準点は１００点とします。評価取得点は、同種工事の施工実績、工事成績、

災害時協力協定等の締結状況などの評価から算出し最高１０点とします。 

※２ 入札価格は、消費税及び地方消費税を除いた価格とします。 

② 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、「評価値」が最も

高い者を落札候補者とします。 

③ 落札候補者が複数いる場合は、くじ引きを行います。 

④ 入札審査会にて決定審議を行ったのち落札者を決定します。 

 

（４）学識経験者の意見聴取 

  総合評価落札方式では、発注者の恣意性を排除し、中立かつ公正な審査・

評価を行うことが重要です。そのため、地方自治法施行令では、「総合評価

競争入札をおこなおうとするとき」、「総合評価競争入札において落札者を

決定しようとするとき」、又は「落札者決定基準を定めようとするとき」は、

あらかじめ、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならないとされ

ています。 
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  このことから、総合評価落札方式の試行においても、学識経験者から意 

見聴取を行います。意見聴取は「落札決定基準を定めようとするとき」及

び「落札者決定基準を定めようとするとき」に行います。また、必要に応

じて「総合評価競争入札において落札者を決定しようとするとき」にも行

うことがあります。 

 

（５）評価内容の担保 

  総合評価落札方式では、落札者の提示した技術提案、施工計画等を評価

し選定するため、その評価内容の履行を確保する必要があり、履行できな

かった場合の措置について定める必要があります。 

  特別簡易型による試行においては、提出された技術資料等について以下

のとおり取り扱います。 

  総合評価落札方式に関し提出した技術資料等に虚偽の記載等明らかに悪

質な行為があったと認められる場合には、下妻市建設工事指名停止措置要

領に基づく指名停止等の措置及び工事成績評価点を減ずる措置を行います。 

 

（６）総合評価落札方式に関する事項の公表 

  手続きの透明性、公平性を確保するため、総合評価落札方式の評価方法

や落札決定方法などの手続きについては、入札公告及び本ガイドラインに

おいて明示します。また落札結果を公表します。 
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